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「公共経済学」の理論的特質

←ー「公共経済学」による近代経済学の財

政論体系の再構成に関する予備的考察

坂井昭 夫

は じ め に

近年v近代経済学陣営の研究者達の閣で r公共経済学J(pub1ic e田nOffil田)

と称される新種の経済理論がもてはやされている。同理論は， 1954年に発表さ

れた P.A サミュエノレソ γの「公共支出の純粋理論」と題するごく短い暗示

に富んだ論文によって最初の一歩を与えられ"爾来主にアメリカの地におい

て活発なフロンティアの開拓を受けつつ世界各地に輸出されたものである。我

が国の場合には， 60年代後半頃からその輸入が開始されているが，それが本格

化したのは漸く 7昨代に入って以降に属する。だが，取り組みの時期の遅れに

もかかわらず，同理論が一度我が国の学界の一角に居所を得て以来の普及のス ι

ピードぶりには，まさに燦原田火を見る趨きがある。極めて短時日目うちに我

が国の近代経済学者が公共経済学に習熟し，事己の分野に関する限りアメリカ

と肩を並べるほどにまでなっているのに驚嘆を禁じえないのは，筆者ばかりで

はなかろう。尤もそれは日本の近代経済学研究者の類まれな資質を物語るも

のでもなければ，円本国民のもって名誉とすべき事態でもない。何故なら，公

共経済学戦線における栄えある先達の座は，皮肉な表現をすれば， r公害先進

国」に起居する近代経済学の徒にのみ与えられる特権だからであり，その隆盛

の度は一国の生活環境の劣悪さを測定する格好のバロメーターともなっている

。石井瞳「公共財理論町展開とその現代泊評価Jr濯済評論リ 197埠 2月号o P. A. Samuelson， 
• The Pure Theory of Public Exp叩 dit世田 7羽eRιiewof Economics and Statistics. 
1954，を参照されたい。
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からである。乙の点は，本稿の第 1節に略述する公共経済学登場の契機を想起

しさえすれば，直ちに納得される筈である。

なお，第1節では，公共経済学の理論的系譜にも簡単な検討を加える予定で

ある。同理論が「厚生経済学」のいわば延長線上に花開いている関係が，そ ζ

において確認されるべきであろう。公共経済学がどの点で厚生経済学の分析手

法を自らの内に取り入れようと Lているのか，そのために公共経済学の基本的

接近視角それ自体に一体如何なるイデオロギー的特徴が刻印される結果となっ

ているのか，といった問題に関しては，続く第2節で立ち入った究明を期する

こと tこL-tこし、。

ところで， 本稿が考察対象とする公共経済学は， 世界的なインフレーショ

γ の昂進と通貨危機の深まりに伴って資本主義諸国政府にとって財政の「合理

化」が第一義的重要事になってきている今日にあって，租税刺益説やPPBS論

をはじめとする各種の新旧の財政理論とも野合的な形での結びつきを日毎に深

めながら，当の「合理化」の強行を可能ならしめる理論的基礎を準備する「現

代版安価な政府論」としての本性を，いよいよむき出しにしつつある。 I民間

資本主導型の社会資本整備」とか I企業の社会的責任」とかいった耳ざわり

白よい議論の表皮を一枚剥ぎ取ってみれば，公共経済学の骨格に出会うのが今

ではむしろ普通になっている。我々は，と白現状主考慮に入れた上で，第3節

において，公共経済学によって既存の近代経済学の財政論が一体主凶可なる方向

において再構成されようとしているのかを見定め，さらにその動向の客観的意

義を幾許かなりとも明示するための努力を試みなければならなし、。蛇足ながら，

公共経済学は，騰慢にも向らに「民主主義的財政論」田美名を奉ってい石。そ

こで語られる「民主主義」の中味にまで目を届かせない限り，公共経済学に岡

有の意議の析出は不充分の誇りを免れないであろう。

但し，予め断ってお〈が，紙面の制約から本稿では，公共経済学の進撃下で

の財政論体系の変容とその影響については僅かに一隅を照らす以上のことはで

きそうにない。その意味で，この論文は未完結のままに終わるしかない。むし
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ろ，本稿それ自体が公共径済学による近代経済学の財政論の再構成の動向を明

らかにするための予備的作業主目指している，と言った方が正確であろう。残

された論点に関しては場を改めてできるだけ早い機会に筆者なりの見解を明ら

かにしたい，と考える。

1 I公共経済学」の登場とその理論的系譜

公共経済学流行の直接の契機は I高度ー経済成長」の対極におけ与その「歪

み」と通称される一連の社会問題の噴出であった。簡潔に述べようの。

近代経済学者達は，周知の通り，A.スミスの「見えざる手」の原理を超歴

史的真理として金科玉条視し，それを「完全競争市場下では価格競争による需

給の自動調整機能を介して資源の最も効率的な配分が達成される」との形式で

論証せんと，従来多大の労力を費してきたの。ところが，上の論理たるや企業

並びに家計の経済活動が全て市場機構に反映されることを不可欠の前提にして

おり，従って自明の運びながら，その前提自体に疑義が生じる際には，つまり

完全競争市場が存在するとしても〔実はこり仮定からして非現実的なDであるが〉市

場を経由しない「外部効果J(ex民主国1effect)が現出する際には，それは市場機

構り利点を資源配分の側面から賞讃する論理としての有効性を否応なく減殺さ

れる仕組みになっていたロ外部効果の存在によって Iパ レ ト最適J(P町 eto

optlmum)に反する資源の浪費が，換言すれば「市場の失敗J(market fai1ure) 

が惹起されるからである。

高度経済成長が生み落した公害，過密・過疎等の国民の生活と生命を脅かす

尖鋭な社会問題は，実にこの外部効果の範騰に包摂される事象であった。貝塚

啓明氏はこう書いていあ I都市問題・公害問題・医療問題のいずれをとって

みても，市場機構がうまく働きえないという共通の側面がある。すなわち，市

場の失敗が生じているのである。都市問題についていえば，都市の過密を阻止

D 拙稿 I~公共漣済学』の基本的性格J ~経済~ 1973年3月号， で今Lし詳細に叡述したー御併
読いただければ卒、である。

3) 肥盛和夫編「財政学』有斐閣， 1967年:， 13ベータ.
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するメカエズムを市場がもっておらず，公害問題については，公害の発生を阻

止するメカニズムを市場機構はもたないのである。都市の過密においては，過

密を引き起こす経済土体の他の人々に与える損失が明示的に市場機構に反映さ

れず，公害。発生については，発生者が他に与える損失が市場に反映されない

のであるー ー」九

公害を始めとする幾多の社会問題の露呈とその加速度的な深化は，資本主義

経済にとって市場の失敗が単に例外的局面とし℃片づけられる類の偶発的な出

来事ではないことを，それ故にまた外部効果を無視ないし軽視しつつ価格メカ

ニズム万能論を繰り返す立場の不条理さを，誰の目にもはっきりと印象づけず

にはおかなかった。事ここに及んで，近代経済学者達に残された道はただ つ

しかなくなってしまった。彼らが基本的には依然市場機構信奉の姿勢を堅持し

ながらも，特定の「財」に関しては市場機構の限界を公然と認め，その認識の

土台上に公共経済学を築き上げ，それを武器に外部効果が盛行する歴史的段階

にふさわしい非市場的機構，殊に公共部門を通じる最通資源配分達成りありう

べき様式の大がかりな探察に乗り出した白は，蓋し当然のなりゆきである。

公共経済学登壇の背景には，以上の概括に示したように，何よりも資本主義

0)般厳な現実に直面しての近代経済学者達の市場機構の限界に対する痛切な認

識の普遍fじがある。さて，これまた広〈知られるところであ与が，近代経済学

者とて過去において市場機構の欠陥に全く目を向けなかったわけではなし A

c.ピグー以来の「厚生経済学」の流れの中で，外部効果から来る市場の失敗に

関しては部分的にではあれ既に一応の考察の端初が切り拓かれており，今時の

公共経済学の理論体系の構築もその成果を受け継ぎ発展させる形で進められて

いる。ここでもまた，後段の論旨との係わりで必要な限りの梗概だけを記そう。

厚生経済学について言えば，それは，資本主義の独占段階への移行が進む過

程で，自由競争の基礎上で行われる個人の私的利益の追求が分配上の社会的不

公正を育む関係が次第に鮮明になってきた時点に確立された理論であり，個人

的貝康啓明『経済政策町課題』東京大学出版会.1973年-， 198ベ一九



26 (398) 第 112巻措6号

の自由な経済活動を基本的に擁護しつつそれを社会全体の利益に合致する方向

に誘導するための基準を規範の見地から解明することに，自己の中心的使命を

見出してきた。その創始者であるピグーの見解を例にとると，伎は代表的労作

『厚生経済学.ll(1920年〕において，社会の諸資源が各産業の限界生産力が均等

になるように産業問に配分される時に ζそ社会全体の生産力も最大になる(彼

はこれを社会の経済的厚生を最大ならしめるための第一要件と見ている)， と主張する

かたわらで，時として資本家の私的限界純生産物の合計が社会的限界純生産物

に合致しないケースも起こりうること，そうしたケ -Aでは貨幣的に計上され

ない費用ないし利益の存在の故に資源配分は最適にならず経済的厚生も損われ

ざるをえないことに論及し，さらに政府活動を通じるこう Lた事態の解決策ま

で提案している。機関車の火の粉で沿線の森が火事になるケースを想定すれば，

この場合，森林の損害分は鉄道会社の私的限界純生産物には影響を与えないも

のの，社会的限界純生産物の計算にあたっては必ずやマイナλ要素として算入

されなければならない。工場煤煙が周辺住民に及ぼす不利益も同じく市場機構

に反映されない負の外部効果であり，いずれの事例についても消費者の選好に

即さない非効率的な資源配分が不可避的に招来されよう。ピグーは上のような

市場の失敗の事態に触れ，それを導〈元凶にる外部効果を租税十補別金によっ

て「修正」する方法の示唆までやってのけているのである九

厚生経済学は，上述の通り，早くから市場機構の限界に着目していたのであ

るが，但し，同理論において市場機構が適切に機能しないケースの一々につい

て綿密な分析が期せられてきたわけでもない。厚生経済学白主たる関心は，あ

くまでも市場機構が資源配分に果たすべき役割の規範的分析の方にあり，市場

の失敗はそれと関連する限りで例外的事象の位置づけにおいて部分的に論じら

れてきたにすぎないo /むも，そうであるにせよ r厚生経済学がもし市場機構

がうま〈働かないケースを意識的にとり出したときには，公共経済学の分野と

重なり合うのは当然であり，公共経済学が系譜的に厚生経済学の一面を受け継

の伊藤光晴『現代経済を考える』岩浪書広， 1973年-.147-48ベージ。
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いできたことは当然J"'なのであって，先のピグーの指摘などは公共経済学。

発展の方向を先駆けて暗示した一例とし亡評価されて然、るへきである。而して，

貝塚氏に倣っ Eこう約言しても概ね間違いなかろう。厚生経済学がむしろ例外

的と見倣してきた事象を主たる考察対象とし，しかも厚生経済学の理論をいわ

ば裏返しに用いながら外部効果が存在する状況下でD公共部門を通じる新しい

最適資源配分実現の方途を案出 Lょうとしているのが，ほかならぬ公共経済学

なのである，と')。

これまでに概説した公共経済学隆盛の事情及びその理論的系譜を一通り頭に

置いた上で，いよいよ本稿の核心的な論点に足を踏み入れることにする。公共

経済学に独特な考察対象の限定ないし基本的視座のあり方を，まず姐上に上せ

ょう。

II r公共経済学」の基本的視座に見る諸特徴

公共経済学は，社会の経済的諮目標の達成に際しての民間市場機構の欠陥に

公共部門の存在理由を求めつつ，その上で，同部門の性格・機構・役割・機能，

公共財，公共的意思決定過程等を究明する理論と方法の確立に向けて目下全力

をあげているめ。公共経済学が公共部門に主に関心を寄せる以上， 同理論にあ

っ℃諸般の財政事象の分析が一大比重を占め，その意味で同理論と財政論の匝

離が殆ど消え失せてしまうのは不思議でも何でもなし押。 とl主いっても， 公共

経済学は，従来の近代経済学の財政論が財政の経済的側商からの相握の基準に

照らして自らのプロパーな領域E見倣して雪た狭い範囲に拘泥するのではな

く帥，むしろその枠者取り払い，公共部門の政治的側面をも射程内に含みうる

の 貝塚啓明「公共経済学の定義と系譜J ~経済セミナー~ 1972年11月号。
7) 同上@
8) 内田忠夫編『新しい経涜学』有斐閣， 1972年， 198-99ページ。
9) r財政学において-f'も何故に公共部門の存在が必要であるのかという基本的な問題を考えてみ
るならば，市場機構によっては適切に提供しえないような仕事を政府(公共部門〉が行なってい
るという見方が成立するのは自然ではあるロこの場合，問題をつぎつめていけば，明らかに市場
の失敗をとり扱う公共経済学と重なり合うのであるoJ (貝塚啓明，前掲論文〉。

10) 拙稿「近代経済学の財政論に見る新しい傾向(1)j関西大字商学会『商学論集」第四巻第2号，
1973年 6月.
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広義の財政論を形造る方向を志向している。村上泰亮氏の次の叙述は，当該迦1

旨を強調した一節と解される。彼は)J説してやまない。 i公共経済学を財政学

の 形態に限定することは適当ではあるまい。ー 非市場的経済学とし ζ0)公

共経済学ほ，財政以外の非市場的手段，たとえば行政・司法などの手段をも考

慮せき、るをえないからであり，さらにまた，政治的決定のノレーノレや，官僚刑!と

いう組織休の行動 といったような，より広い問題までも検討の対象とする

と予想されるからであるの 公共経済学とは，財政学の問題を含んできらに

より広い問題をめざすものであるJll" と。

ここで我々が注目すべきは，公共経済学が市場機構の欠陥に公共部門の必要

性を見出し，さらに同部門の経済的側面の分析に終始せず政治的過程にまで分

け入っていく場合にがっちりと基底に据えつける視座そのものの甚しい偏狭性

である。厚生経済学によづて「市場内の資源配分の問題が国家活動を基礎づけ

る独立の積極要因として提起された」叫関係を前節に一瞥したが，公共経済学

は厚生経済学のこの発想を根本において51き継ぎ，実質的に一切を資源配分の

角度からのみ論じる姿勢を倣然とひけらかLているのである。近代経済学の財

政論においては，一般的に言って，資源配分，所得再配分，経済安定の三つが

公共政策の主安な柱と考えられてきたのであるが，公共経済学はこのうち資源

配分機能を他りー者と切り離して孤立的に取り出し同，もって l政府活動と民

間活動とを資源配分という一つの次元の上 C対比」叫しつつ，市場の失敗がな

いところで市場機構が資源配分面で果たすのと同様の役割を市場の失敗がある

もとで公共部門に背負わすための算段にひたすら没頭する構えを見せている，

11) 村上奉亮「公共経清苧の乱状と展望JW季刊現代経済』第3号I 1971年12月。
12) 塩野谷祐 「公共珪演学と国家0'埋論JI司上誌。

13) 大川政三氏は，こう書いている. i民間部門からの資源移転によるにしろ，政府部門内の転用
によるにしろ，政府り資源使用，それを可能ならしめる政府支出により資源配分のより高い効率

性の期待される限りにおいて，財政は資椋配分機能を果たすといわれる.今日の財政D機能とし
Cは，乙の他に所得再配分機能と景気安定機能が追加され，それらの重要性が認識されてきてい
るけれども，資源配分機能が財政白基本附卦能であることに変わりはない.J(岡野行秀担芹峰
編 r公共経済学』有斐閣， 19司令， 19'(ベジ)。

14) 村上春亮，前掲論文@
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と評しても差し支えない。

公共部門ないし国家を市場機構り資源配分面での欠陥を補主ずる機構と先験

的に前提Lてしまう立場町救し慎重し、誤謬については，多〈を語るまでもなかろ

う。資本主義国家が軍隊と官僚制を二本の柱にしながら，かかる不生産的雇用

を増大させつつ資本主義的支配関係の維持・強化に大雪〈寄与してきた事実，

またそうした階級抑圧の一環として閏家の経済過程への大がかりな介入が資本

主義の危機の只中で国家と独占資本との結びつきの構造的な深まりの過程と表

裏して進展した事実を思うならば，労働力需要，産業国有化，軍需調達，或いは

政府による生産物の販売といった諸部面においてとりわけ顕著に現われてくる

国家の資源配分への関与も，その階級支配の横粁としての本性との関連を抜き

にして語りえないことは，およそ論を待たない。にもかかわらず，公共経済学は，

所得再配分及び有効需要調整の国家の機能と今一つの資源配分機能とが実際に

は階級矛盾と体制危機への対応の点で有機的に結び合わさっているこの事実を

殆ど恵に介さず，それら三者を怒意的に分断し，もって資源配分機能が恰も純

粋に「経済的合理性」の次元の問題であるかの如〈に見せかけるのである。近

代経済学の財政論の通弊の第一に，階級関係を隠蔽する形での財政論の経済学

一般への解消をあげうるが， 我々は，近代経済学畑における「政治経済学の

復位」の象徴であるかに喧伝されている公共経済学の根底にこそ最も赤裸々な

「経済主義」が貫流している一見奇妙な関係を，鋭く見破らなければならない。

公共経済学において，国家の資源配分機能が市場機構の欠陥を埋め合わすだ

けの受動的で控え目な機能と想定されてしまう点もまた，問題視きれて然るべ

きである。との一種の「安価な政府」の主張は，資源配分という一平面上にそ

れに参画する二つの活動主体，即ち国家と民間企業を単純に並置し，しかもそ

のもとで民間企業の能動性を容認するところに成立Lているのであるが，我々

を取り巻く環境はこうした観念上の図式とはよほど異なっている。政府と企業

とは単に並存しているのではなく， 両者は独占資本による国家の「買収」と

「公金私物化」の諸制度，大企業の管理部門と政府の管理行政の融合等を主た
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る結節環に相互に緊密に絡み合いつつ総体として資本主義経済のダイナミック

な運動を形造っているのであるL，また国家独占資本主義昭時代には国家の経

済過程に及ぼす反作用が国家資本と民間資金の「交流」と「一体化J， そこに

形成される企融の網の巨による国民の生活と労働の捕捉及び管理を目指しつつ

かつてなく大規模かつ組織的な形態をとるに至ることも，何人たりとも否定L

えないところであろう。だが，公共経済学は，今までに掲げた明瞭な諸事実を

ことごとく否認し，現実を手前勝手に奔放に「改変」し「修正Jする形で自ら

の出発点を築いてい畠のである。そうである以上，同理論の視界から国家の経

済的下部構造に対する相対的独自性，前者が後者に与える反作用の就中国家独

占資本主義段階に顕著な意義と役割，国家資金・国家信用が体制維持と独占資

本への超過利潤の保障に果たす機能及びそのメカニズム，等々の国家の経済的

力能の要諦に係わるー連の論点が当初的に見事なまでに跡かたもなく消し去ら

れてしまうのは，自明の理というものである。

もう一歩進んでみよう。我々は，公共経済学が市場機構の限界を認識し新し

い最適資源配分の可能性を探る使命を標傍しつつも，その実バレート最適の基

準に照らして市場の失敗と判断される事態を総合的に考察する姿勢を持ち合わ

せず，この場面でも極めて一面的な対象の限定を導入してくる点に，耳目を集

めなければならなし、。資源の浪費主導くような市場の失敗が招来されるケ-7-

は，村上氏によれば暫定的に宜つの類型に分かもうるが，公共経済学が取り上

げるのはその中の一つのタイプ，具体的には「財そのものの性質に起因する市

場の失敗」だけでしかない叫。市場の構造や制度的要因から導かれる市場の失

15) 村よ民は，バV ート最適の基準に基づいて市場の先敗と判断される事態としては，
(i) 財その4のが市場白失敗をもたらすような性質を持っている場合，
(ii) 市場の構造が市場の失敗乞導くような場合，
同市場の機能をうまぐ噛かさないような制度的要因等0抵抗がある場合，
刷市場の欠落の場合，
(v) そもそも最初から交換では扱えないような問題の場合，

の五通りが考えられるとし!その後抗の見解を表明している。，第四と諦五というやや異質的な
場合を除けば，第一の市場の失敗が，そもそも財の性質にかかわるという意味で， もっとも基本
的であり，第三，第三と進むにしたがってその重大性がいわば揖少する 。第二，第三の失敗
は，独禁法，料金決定へり介入，社会的制度の整備などによって.市場機構の実質をある程度守
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敗は独占禁止法や社会的諸制度の整備によって克服されうるが故に本質的な失

敗とは認められない，との理由で公共経済学の考察範囲からはずされ，のみな

らず，そうした種類の市場の失敗は論理上存在Lないものと大胞に仮定されて

しまうのであるが，我々はこうした土俵設定の行い方に対して幾多の疑問を感

じずにはし、られない。殊に重要と恩われる問題点を三つ，以下に列挙してみるυ

まず第一に，財の物理的性質に根ざす市場の失敗を他の型のそれ左別個に扱

う方法に，一体どれほどの理論的正当性が認められょうか。市場構造に由来す

る市場の失敗の最大の中味とは，勿論独占資本の生産，技術，販売等の諸分野

での強大な支配力に起因する競争の制限にほかならないのであるが，かかる支

配力を駆使しての独占資本の強蓄積が公害や都而問題等の負の外部効果を大量

に生み出してきた一事を表象に浮かべるだけでも納得されるように，諸種の市

場の失敗は相互に太い線で結び合わされている。そうした脈絡を全く関わない

ままに特定の一類型のみを気ままに抽出し，そこに一切の関心を集中してしま

う独善的な態度は，少なくとも社会科学にとっては許されよう筈がない。それ

を押してまで区別と取捨選択が強行される時には，前の{1Uで考えると，独占資

本の蓄積様式は背後に押しやられ，公害等の外部効果だけがそれを導出した経

済的諸関係と切り離されてポツ γと宙に浮かんでいるような奇怪この上ない光

景が摘き出される結果になってしまう。公共経済学理論がそもそも公害に象徴

される「現代的貧困化」の急速な進行の中で，またそれを惹起する主犯たる独

占資本の専横に対する広汎な国民の非難り嵐の昂まりの中で，近代経済学陣営

から 種の急場対策として打ち出されてきた経過に目をやるなら，上記の形式

での独占資本に対する「免罪符」の受付にこそその狙いの一つがある，正い行

たうがった見方も案外的を射ているのではなかろうか。

第二↓乙財の物理的性質から導かれる市場の失敗以外の全ての型のそれが本

質的な失敗ではないとして安易に捨象されてLまう点についても，大いに異議

りながら，克服できるものであるのに対して，第ーの失敗は，市場機構をそもそも否定する可能
性が強い。 市場機構の限界に興味を抱く公共経済学が， 財の性質にさかのぼる第一白失
敗に酌むを集中するのは自然である。J (向上論文〉
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を唱えなければならない。とりわけ，独占資本による競争制限の弊害が独占禁

止法で一掃されるかの如き言い分ほど実感にそぐわない空論はまたとないし，

たとえ百歩譲ってそれを認めたとしても，独占段階の「自由競争」はもはや産

業資本主義のもとでの自由競争とは同一物ではなしそれはー撮りの独占資本

による他人の不払い労働の占有を可能にする形式枠に変質してしまりているの

であるが，公共経済学はこの推移に理解を示さず，外部効果を伴わない「私的

財 (priva住民oods)に関する限りヲ担金競争市場によってパレート最適が実現1

れる，との厚生経済学直伝の教義を臆面もなく復唱するのである。

この場で若干付言するなら， 厚生経済学はその誕生以来「消費者主権」

(∞n，u田町、回四回唱団y)の原則を前提に据えながらバレート最適をめぐる諸命

題の定立に努めてきたのであるが，厚生経済学のこの方法については近代経済

学陣営内部でも昨今批判の声が次第に高まる傾向にある。後期資本主義下では

消費者主権は寡占体制によって無残に踏みにじられる運命を免れず，現在では

それはもはや「神話」になってしまっている，というのが批洋IJ者の主張の骨子

であり， J.Kガルプレイスなどは消費者主権ならぬ「生産者主権J(producer's 

sovereignty)を明言しているほどである問。今や，返代経済学者でさえもが自

由競争の形式と消費者主権とを無媒介的に直結させて論じるのをはばかるほど

にまで，競争の場を通じての独占資本による中小零細企業，農民，労勤者の圧

殺。事実が，否定すべくもなく衆人の目に歴然と映るようになっているのであ

る。それにもかかわらず，公共経済学が厚生経済学流の見解に執着し続けるの

は，私的財について消費者主権に支えられた市場機構の機能によ刀て最も効率

的な資源配分がもたらされる，という題目的な論理が前段にない限札 「非私

的財J(nonト.privategoods)の資源配分に係わる問題に消費者主権の原則をすべ

り込ませる余地が生み出されてこないからにほかならない。

公共経済学は，公共部門を通じる非私的財についての最適資源配分達成の道

をバレート最適を基準に考察する可能性を拓かんがために，私的財に関して実

16う 宮崎義一・新野平三郎編『菅理価格』有斐閣， 1972年， 283ベ91ベージ.
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際には既に形骸化してしまっている消費者主権が未だ内実を備え完全に貫徹し

ているかに強弁するのであるが，これが独占資本に対するあからさまな弁護論

以外の何物でもないよとは，改めて述べたてるまでもない。しかも同理論は

既述の通り安価な政府の立場に与するものであれその線に沿コて次節に検討

する財政の「合理化j が遂行される場合には，それは国民経済のますます大き

な割合を直接独占資本D手に委ねるのを合法化する理論的武器の役割を客観的

に果たすことになろう G

第三に，物理的性質が同じl材であっても，それが公共部門，民間部門の双方

から提供きれているケースが現実には多々認められi5のであるが，公共経済学

ではこの事態の意味が不聞に付されてしまう，という問題がある。政府金融機

関と而中銀行との，また国鉄と私鉄との，総じて言えば「国家独占」と「私的

独占」との「競合」と「質的補完」の関係は明らかに国家独占資本主義の本質

に迫る上での舷要な環であるのに，公共経済学は財の物理的性質にのみ目を奪

われ，財の提供に際しての供給主体同土の，とりわけ国家と独占資本との一面

での一応の相対的独自性他面での高度の融合・癒着の関係を見ょうともしな

いのである。 Iかりに物車的な属性において同一でも，その命産自な供給のメ

カニズムは必ずしも単一ではないのが，まさに経済の問題にほかならない。そ

して，従来の公共経済学は，ただ財の~産自な属性にのみ視野を限定する ζ と

によって，真の経済問題を見落とす可能性をはらむ」ぺ といった批判的な意

見が近代経済学者の中からも出されて〈るのは，至極もっともである。ともか

〈も， 公共経済学は， 同種の財が公共 民間両部門によって提供されている

「混合経済」のあるがままの現状を前にして，財の物理的性質に係わる論議を

活発に展開しているu その論議から各種の財をそれぞれの物理的性質に照らし

て公共・民間のいずれかの部門に割りふろうとする志向が生まれてくるのは，

火事ヲ見るより明らかである。我々は，それが如何に非科学的な発想であろうと

も，その発想自体が公共部門と民間部門の境界線を問題にしている点に，而し

1η 飯田経夫・斎藤精一郎『社会資本の政治経済芋』日本経済新聞社:， 1973年， 18ベータ.
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てその中から財政「合理化」の実践に対する具体的な基準が引き出されてくる

であろう点に，深く思いをいたさなければならない。

本節では，公共経済学が従来の近代経済学の財政論の狭院な領域を突き依ろ

うとしているその志気こみを見た上で，同理論がその課題に立ち向かおうとす

る場合によって立つ視座についてある程度詳しい検討を試みてみた。公共部門

の機能をめく。る一面的な規定，それと結び合わさコた階級関係否定の見地と露

骨な経済主義，消費者主維の原則の擁護と独占資本に対する免罪・弁護の姿勢，

閏家正独占資本の相互関係の黙過等一一一公共経済学の足場は，卑俗な言い方を

すれば，ありとあらゆる嘘で固められているのそして，この満艦飾の欺臓で彩

られた舞台に立って，公共経済学は財政「合理化」の基準を求めるおごそかな

雨乞の舞を披露するのである。

III r公共経済学」と財政「合理化」の基準

公共経済学の立場から国家ないし公共部門に期待される活動は，建元正弘氏

の要約に即して言えば叫，こと私的財に関しては，無論「市場の不完全性によ

る価格機能の硬直化， 機能障害が生じないように， 競争の基盤を維持するこ

と」である。上の主張が独占資本の国家及び国民経済の支配を隠蔽し消費者主

権と完全競争市場に対する幻想をまきちらす任務を帯びている点は，前節の内

容からもはや明白であろう。

~Iニ私的財の場合には，厚生経済学の伝統的見地に従って，政府は「市場を経

由Lない対外依存効果，いわゆる『外部効果』に対して調整する ζ と」をまず

要請される。 r私企業が価格機構を経由しないで，外部に与える効果の最恵の

ものは，いうまでもなく『公害』である。公害のもたらす外部不経済は，私企

業に負担させ，コストと Lて内部不経済に転化させることができる場合が多い。

この場合，政府のなすべきことは，税法や規制によって市場機構自体に解決の

責任をおしもどす〔内部イじする〕こと」である，との建元氏の説明にも一端を伺

18) 建元正弘渡部経彦編『現代の経済学[21~ 日本経済新聞社. 197C年. 6へ ジ。
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える通り，上の議論には，外部効果を適切な公共政策によって是正しつつ民間

市場経済白支配領域を許される限り守り抜こうとする公共経済学者の熱望がみ

なぎっている。我々はここで I失敗」した筈の市場機構に対する彼らの如何

ともたちきり難い未練り思いが公害等に関しての「企業の社会的責任」をめ寸

る論議の波を巻き起こしている論壇の最新局面を思い浮かべなければならない

哨。誤解を避ける目的で申し添えるなら，この企業の責任は，公害処理のケー

スでは「汚染者費用負担の原則」なる体裁のよい言葉で語られるものの，実は

その裏面には I如何なる手段にもコ λ トがかかるJ，Iコストを企業が負担す

れば，その尻は製品価格に組み込む以外にない」といった論理がぴったりと張

り合わされている叫。公共政策による外部効果の内部化の発想は，外部不経済

の修正に要する費用の消費者への転嫁，その手段としての企業による製品価格

の引き上げを不可欠の了解事項としているのである。それは，つまるところ消

費者の犠牲において市場機構の破れ目を繕おうとするあまりにも虫のよすぎる

相談でしかない。

今更説明するまでもないが，公共経済学とて，外部効果の内部化で非私的財

の資源配分問題に一挙的に片がっこうなどとは考えていない。公共政策によっ

て外部効果が解決されるためには，幾つかの困難な条件が充たされなければな

らない。租税と補功金による解決を考えると，たとえば工場の排出物が漁民の

漁獲に利益ないし損失を与えるケ 只では，工場に与えられる補助金ないし工

場に課せられる税金の額が正当に決定されるためには，政府が工場の生産技法

や漁民の受ける外部効果について充分なだけの情報や知識を持っていることが

欠かせない与件土なろう。行政上の諸規制が用いられる際には，規制を有効に

実施するための行政費用や規制jに伴う経費の増大が問題となる200 こうした現

実的諸困難に加えて，そもそも内部化できない性質の外部効果の存在がある。

公共経済学が，正の外部効果の極限的なケーλと見倣される「公共財J(pubHc 

19) W週刊東洋経済J1972年 7月28日号， 73田へージ。

20) 産業計画懇談会編日産業構造¢改革』大成出版社， 1973年， 6へ ジ。

21) 内田忠夫編，前掲書. 224-26ベージ.
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goods)に関し℃は私的財に適用される「排除原則J(exclusion principle)が成立

せず，さらに「結合供給J(joint supply)や「結合消費J(joint∞nsumption) (() 

特性もあって必ず宇市場の価格機構の需給調整機能の円滑な作用の旺害がもた

らされる，との理由を押レ出 L 国家による公共財供給の必要へと説き進み，

そこに既存の近代経済学の財政論を越える新境地をLゃ l士むに拓こうと Lてい

る事情は語らずもがなであろう。この場合.外部効果と公共財の概念上の区別

と相互関係の明確な定式化がなしまた非排除性，結合供給性，結合消費性の

結びつきの理解も論者に上ってばらばらで，そのために肝心の公共財の定義自

体がはっきりしない，といった公共経済学の論理における内在的な欠点も指摘

できるが，我々としては，砂上の楼閣の出来ばえの点検にいたずらに心を煩わ

すのではなしむしろ前節に明らかにしたより本質的な問題をこそ重ねて強調

しておくべきであろう。即ち，公共経済学においては国家の階級支配の道具と

Lての性格が終局的には公共財の物理的性質にすりかえられてしまう，という

巧みな詐術がそれである。

ともあれ，公共経済学は，資源配分面での市場機構の欠陥から公共部門によ

る公共財の提供の必然性を導き出し，またその角度から国家の活動を位置づけ

なおし，国家ないし財政に係わる種々の学説を再評価し，もって財政論体系の

大がかりな再構築を主導Lょうとする企図を隠そうとしていない。その全般を

貫いているのは，後に触れる通り，公共財の最適供給を市場機構に類似の公共

的意思決定過程によって保障する，という極めて図式的な思考である。そして，

なお言えば，そう Lた思考は消費者主権原則の公共部門に対する敷桁の想定の

基礎 kに成vしている。塩野谷祐一氏の一節を参考までにひきうつしておじ

「公共財については市場が欠落しているから，消費者主権が認められていても，

公共財にかんする市場は存在しないのである。しかし，政治過程を通じておこ

なわれる公共財の提供を消費者主権のうえに基礎づけることは可能である。消

費者主権を伝統的な市場機構の枠内にとどめるのではなしそれを非市場的機

構を通ずる資源配分にまで拡張しようとするところに，むLろ消費者主権の現
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代的課題の つが求められる。その意味で，消費者主権は経済体制を特徴づけ

る『政治過程の方式』とあらためてかかわりをもっという認識がえられるので

ある」問。

財の物理的性質に基づく私的財と公共財の区別を踏まえつつ，弘、共経済学は

「公共財について・ ー市場機構によらない方式で消費者選好による基礎づけを

おこなう」可能性を探ろうとしているのであるが，その際には厚生経済学流の

「公益」のとらえ方，つまりそれを個々人の利益の特定の集計量と見る立場が

そのまま持ち込まれてくるのが通例である。 iもし公共財の必要性を個々人の

選好によって基礎づけないとすれば，国家の超越的な社会的価値を公共財提供

の根拠としなければならない。 …消費者主権を認めるか杏かは・・…社会の個

人主義的組織化と全体主義的組織化との違いに発している」との塩野谷氏の言

葉は，その一つの証左である町。我々は，そうした立場それ自体古階級的国家

観に対する真向からの合定を意味することを改めて確認しておくべきである。

現に，先の論者は乙う断言し亡いる。 i公共経済学は，公共j活動の根拠を説明

するにあたって，個人主義的仮定を採用する点できわめてユニークな特徴をも

ってしι。国家の理論としての公共経済学は，個人的価値をこえた社会的価値

を認めることに否定的であって，有機的国家観の拒否から出発している。同時

にそれは，国家を経済的支配階級が他の階級を支配す墨ための手段EみZ階級

的国家観をも否定する。公共経済学は，純粋に個人主義的集団を前提としてお

り.公共的活動というものは，個々人が個別的にではなし集団的に行動する

場合に現われるとみなすのである。国家はそのような集団的行動を実行する機

構である」帥，と。

上の消費者主権と国家に関する理解は，公共経済学者をして従来財政論にお

いて主流の座を占めてきた租税理論である「租税能力説」に対する批判へと，

換言すれば個人主義的国家観と結びついた「租税利益説」の再評価へと走らせ

22) 塩野宰祐一『福祉経済の理論』日本経済新聞社， 1973年I 119ベージ。
23) 同よみ 122-23ペ ρ. 

24) 向上ム 167ベージ.
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ずにはおかない。能力説は「公共支出が社会に与える利益は，公共支出が個人

に与える利益にのみ還走しえない」ことを暗黙に想定している。 f(この〉想定

は，厚生経済学において用いられる言葉を使えば，公共支出の決定に当っては

消費者主権は成立しないという想定に置雪換える乙土ができょう J， つ主り能

力説は「公共支出においてはこの原則が成立しえず，消費者の評価には濃元し

えない別個の観点からの評価にもとづいて公共支出の決定がなされるとみるの

である」ペ「このような立場をそのまま公共経済学にもち込んだとして， 実り

ある経済分析が可能であろうか。・ーー能力説の立場をとれば，政治学，あるい

は社会学による分析は可能であるとしても，経済学的分析の遣は閉ざされてし

まう」町一一これが公共経済学の利益説への加担の趣意であるヘ

ここで興味深いのは，公共経済学の利益説への傾斜が必ずしも能力説の全面

的な排除を意味Lない，という点である。国防や警察サーピスの個人的受益の

担o定は不可能であり，またそれらに対する選好は「フリー・ライダー」の存在

によっ℃正当に明示されない，との理由で「純粋公共財」が利益説の適用対象

からはずされてしまう ζ とを知らなければならない。本来公共財の物理的性質

を楯にとって根拠づけられた管り利益説の立場が，その性質を必ずしも全部的

に備えていない「準公共財」についてのみ適用可能とされて Lまうりである。

我々は，ここにおいてもまた公共経済学一流の論理のまやかしを発見する。公

共経済学者達はこうした込み入った御膳立てを整えた上で，公共財を幾っかり

種類に分類しようと躍起になっている。常識的には，純粋な公共財(国防，司法，

警察等)，中間的な財で民間財に近いもの〔伝染病の予防等)， 中間的な財で民間

財に近いもの(道路や大学教育等)，とし、った分類がなされるが，これはそのまま

費用・便益比の把握の困難度の高さの順位ともなっている問。公共財の分類が

公共支出の利益の個人への帰属の測定の可否に基づいて行われることを，そし

25) 貝埋啓明館龍一郎『財政』岩波書庖， 1973守， 39̂ -/o 

26) 建元IEis.渡部経産編，前掲書， 29ベジ，
27) 貝塚啓明『財政支出の経済骨折』創文社， 1971午，第 I部第1，2.孝，参照。

28) 日本経済新聞社編『子算は誰のものか』日経新書:， 1971年.71ベ-:/0 
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てそれ自体が「受益者負担原則」の導入による財政「合理化」の基準の提供を

意味する ζ とを，我々は明確に認識して然呂べきである。 I公共支出のなかに

は， 支出による利益がかなり明確に特定の人々に帰属する場合がある。・・・

〈このケ スに〕課税することによって受益に見合った対価を支払わせることは，

望ましいζ とである。しかし，受益の帰属の程度がはっきりしない公共財とし

ての性格を強くもった公共支出についての財源の調達は ・ー支払能力にもとづ

〈別の原則が適用されざるをえない」胡， この貝塚氏の指摘の中に公共経済学

の利益税の利用方針が凝縮的に示されている。独占資本の公金私物化の巣窟で

あり財政危機の主因である軍事費や対外援助費に手をつけず，社会資本及び民

生関係の事業にー切の責任を押しつけ，その部面で受益者負担を集中的に実現

しようとする意図がありありと見えすいている，と言うべきであろう。社会資

本の場合には，その整備が独占資本による住民管理を強化する関係すら歴然と

しているのに，そこではそうした「受益」の中味は一顧だにされず，国民はそ

の対価として高い税金や公共料金主支払うことを「公正」り名において一方的

に求められるのである。

公共財の分類に関連してもう一言するなら，それは現に公共部門が提供して

いる財を民間部門に移す際の基準の考察としての意義をも有している。費用・

便益比が明確に確定される財は民間にその供給を委ねることができる，という

主張が公共経済学から生み出されてくるのは何ら異とするに足りない。とれに

ついては，既に述べたように，財の供給の制度的メカニズムを考慮に入れてい

ないとの疑問が近代経済学者の聞からも出されている。公共経済学は，こうし

た自らに寄せられた批判を巧妙に逆用L，財の物理的性質を財政「合理化」遂

行の最も根本的な基準にしながらも，財の供給形式をそこにある程度加味し，

当の「合理化」に自由な余地を持たせようと画策しているかに思われる。根岸

隆氏は「公共財の概念を多少拡張して考えれば，多くの場合は公共財か私的財

かということは財またはサービスの固有な性質ではなく，いずれの形式で供給

油〉岡野行秀根岸隆紘前調書:2 1日ベータ.



40 (412) 第 112巻第G号

すべきかは社会にとって自由に選択できるJ耐と書いているが，同氏のこの言

葉ほど公共経済学の妥協の王者の風格を初併させるものはまたとなかろう。財

の物理的性質を論拠に樹立された公共経済学が，財政「合理化」の一種のバラ

γ シング・ファクターを入手する目的で自己と相容れない見解を体内に取り入

れて泰然としているのである。 その主張による限り，社会資本整備に際して

「公共投資j，i第三セクターJ，i民間ディベロパ 」のいずれを選ぶかの自由

裁量権が政府と独占資本に賦与される仕組みになっていることを指摘しておき

主とい。

PPBS論との野合やフイスカノレ・ポリシー論との連携についても数々の明ら

かにされなければならない論点があるが，紙数も尽きたので，この場では前節

までに検証した公共経済学の基本的な特質が財政「合理化」に向けて収飲され

る事実を端緒的に確認するにとどめ，詳細な検討は他の機会に譲るしかない。

最後に，公共経済学の「政治経済学」としての特徴にあわただしく論及し，そ

れをもって拙い論稿の筆をおく乙とにする。我々は既に公共経済学の基底に流

れている「経済主義」を看破したが，それが消費者主権原則の公共部門への導

入に連なり「政治過程の経済的分析」の素地を築いている点は，事新たに述べ

るまでもない。また，同理論が公共財について最適資源配分を達成するために

公共的意思決定過程を市場機構になぞらえ，消費者主権を「投票者土権」に置

きかえ，最良の投票制度によって個人的選好を公共的欲求にまとめ上げる道を

L 君主りに探っていることも，おそら〈は周知の kころであろう。それとそが公

共経済学が自らを「民主主義的財政論」と称する所以なのであるが，それはも

とより政治と経済の相互関係を科学的に解明する真の政治経済学ではなく，個

人主義的国家観を前提にした「政治のための経済学」でしかない。同理論によ

って，一方では国民を犠牲にした各種の財政「合理化」措置が理論的に裏打ち

され，他方では官僚による「行政の秘密」及びそれと融合した独占資本の「営

業の自由」を放置したままで最適投票制度によって真の民主主義がもたらされ

30) 向上， 60へージ。
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同時に公共財の最適供給が実現されるかの如き幻想、がふりまかれることを，我

々は繰り返し強調1べきであろう。 なお， 投票制度に関連しては「多数決原

理」に基づく少数者の圧殺が必ず問題になるが，飯田経夫氏は手回しょく次の

解答を用意している。 i泣き寝入りを強いられる少数派に刻して，金銭その他

の手段で十分な補償がなされなければならない。そして，結局のところそれは，

多数派が少数派の票を金で買うこ"''''等しい・ 。いうまでもな<，政治の常

識に上れば，文字どおり票を買う行為は犯罪を構成する。しかし同時に，票を

買う行為を通じてはじめて， w政治の論理』のぎこちなさが緩和されうること

も，また明らかである 票を買う行為が十分行なわれるときには，決定の

結果は， w経済の論理』による場合と等しくなり・・云々」叫。「民主主義Jが

「買収」によって補完される一一一「政治のための経済学」が行き着く戦傑すべ

き結論である。

E迫記1 筆者は，本稿によって i公共経済学」による近代経済学財政論体系の再編

成の動向を追跡するための一つの足場を設定した也 この上に立って，こりあと

より具体的な検討を試みる予定ψしているの 「近代経済学の財政論に見る新し

い傾向(2)Jとして，関西大学『商学論集』誌上に発表されることになろう。

31) 飯田経夫・斎藤精部，前掲書.， 70-71へ一三九


